
 

議案第１号  

 

 

教育に関する議案に対する教育委員会の意見に係る 
臨時代理の報告及び承認について 

 

 

（提案理由） 

  令和８年６月熊本県議会定例会へ提案した教育に関する議案に対し、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、知事から教育委

員会の意見を求められ、教育長が臨時に代理して意見を申し出たため、熊本県教

育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第３条第２項の規定により、

別紙のとおり報告し、承認を求める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：関係法令条項 

 

●地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

   第２９条（教育委員会への意見聴取） 

地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に

教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合に

おいては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 

 

●熊本県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則（平成２０年４月１日施行） 

   第２条（教育長へ委任しない事務） 

教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。 

   （６）教育予算その他教育に関する議会の議決を経るべき事件の議案について知事 

     に意見を申し出ること 

   第３条（臨時代理） 

    １  教育長は、前条第１項の規定にかかわらず、同条各号に掲げる事務について、 

   教育委員会に付議する暇がないと認めるときは、臨時に代理することができる。 

    ２  教育長は、前項の規定により臨時に代理をしたときは、次の教育委員会に報 

    告し承認を求めなければならない。 
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教政第２８６号  

令和８年（２０２６年）６月３日  

 

 

 熊本県知事 木村 敬 様 

 

                        熊本県教育委員会 

                          教育長 越猪 浩樹 

 

教育に関する議案に対する教育委員会の意見について（回答） 

令和８年（２０２６年）５月２８日付け財第２８号で意見照会のありましたこの

ことについては、原案のとおりで差し支えありません。 
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財第２８号  

令和８年（２０２６年）５月２８日 

 熊本県教育委員会 

  教育長 越猪 浩樹 様 

 

熊本県知事 木 村 敬    

 

教育に関する議案に対する教育委員会の意見について 

令和８年６月熊本県議会定例会に提出を予定している議案のうち、下記議案に関

し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、貴委員会

の意見を求めます。 

 

記 

 

第 １ 号 令和８年度熊本県一般会計補正予算（第１号）の関係部分 

第 ４ 号 熊本県職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例の

制定について 

第 ５ 号 熊本県報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ８ 号 熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

第 11 号 熊本県立高等学校の授業料等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 
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教 育 委 員 会

一　般　会　計 （単位：千円）

国支出金 地方債 その他

教 育 政 策 課 2,709,683 713 2,710,396 713

学 校 人 事 課 120,969,228 44,056 121,013,284 44,056

文 化 課 1,277,207 1,277,207

施 設 課 7,867,318 7,867,318

高 校 教 育 課 2,259,190 7,169,036 9,428,226 6,200,000 969,036

特 別 支 援 教 育 課 265,706 265,706

学校安全・安心推進課 667,481 12,014 679,495 12,014

体 育 保 健 課 7,200,054 7,200,054

義 務 教 育 課 526,191 526,191

社 会 教 育 課 1,450,176 1,450,176

人 権 同 和 教 育 課 28,670 28,670

一 般 会 計 合 計 145,220,904 7,225,819 152,446,723 6,200,000 969,749 56,070

熊本県立高等学校実習資金特別会計 （単位：千円）

高 校 教 育 課 363,159 363,159

熊本県育英資金等貸与特別会計 （単位：千円）

高 校 教 育 課 476,555 476,555

合　　　　　計 （単位：千円）

教育委員会合計 146,060,618 7,225,819 153,286,437 6,200,000 969,749 56,070

令和８年度６月補正予算総括表

補　正　額 　の 　財 　源 　内  訳

一般財源
課    　名 補正前の額 計

特     定    　財    　源
補　正　額
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歳出予算補正（一般会計）
（単位：千円）

1

2

3

4

5

6

※教育総務費は教育庁分の56,783千円に加え、私学振興課が4,527千円を計上（合計61,310千円）→教育費全体で7,230,346千円）

債務負担行為補正
（単位：千円）

No

7 施設課
済々黌高校長寿命化改修（第三
期）工事

令和９年度 267,781
工事入札不調・不落に伴う、債務負
担行為の再設定（R7～R8 ⇒ R8～
R9）

高校教育課
産業イノベーション人材育成等に資
する高等学校教育改革促進事業
（ハード）

類型に応じた高校教育改革を先導する
拠点のパイロットケースを創出するため
の支援

233,219

教育委員会　　　合　　計 7,225,819

6,241,003

高校教育課
産業イノベーション人材育成等に資
する高等学校教育改革促進事業（ソ
フト）

類型に応じた高校教育改革を先導する
拠点のパイロットケースを創出するため
の支援

694,814

熊本県高等学校等教育改革促進基
金積立金

熊本県高等学校等教育改革促進基金
の積立

文部科学省「令和8年度生成AIパイロッ
ト校事業」の採択を受けた県立学校に
おいて、生成AIを活用した教材や連絡
ツール等の開発のための研究に要する
経費

学校人事課 国庫支出金返納金
物価高騰対応重点支援地方創生臨時
交付金の事業費確定に伴う国庫支出金
返納金

44,056

高校教育課

学校安全・安心推
進課

くまもとオンライン教育支援センター
事業

3Dメタバース（仮想空間）を活用し、欠
席時の主な居場所が家庭となっている
県内不登校児童生徒に対する支援に要
する経費

12,014

7,225,819

課名 事　項 期　間
限度額

（追加・変更）
内　　　容

○　教育総務費（教育庁分※） 56,783

教育政策課 熊本県教育情報化推進事業 713

○　高等学校費 7,169,036

教育委員会　令和８年度６月補正予算　内訳

課　名 事業名 事　業　内　容 補正額

○　教育費
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第 ４ 号 

熊本県職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

熊本県職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定する

こととする。 

令和８年６月５日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬    

熊本県職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例 

 （熊本県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第１条 熊本県職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３１年熊本県条例第３５号）の一

部を次のように改正する。 

第２５条の１６第２項中「１，０８０円）」を「１，４４０円）」に改め、同項第１

号中「７１０円」を「９５０円」に改め、同項第２号中「１，０８０円」を「１，４４

０円」に改める。 

第２５条の２０第２項中「配偶者手当」を「同行配偶者手当」に改める。 

 （熊本県警察の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第２条 熊本県警察の職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２９年熊本県条例第４１号）  

の一部を次のように改正する。 

別表第１９号作業の項中「８４０円（大規模な」を「１，１２０円（大規模な」に、

「１，０８０円」を「１，４４０円」に改める。 

（東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための熊本県職員 

等の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部改正） 

第３条 東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための熊本県 

職員等の特殊勤務手当の特例に関する条例（平成２３年熊本県条例第５７号）の一部を 

次のように改正する。 

第２条中「８４０円」を「１，１２０円」に、「１，０８０円」を「１，４４０円」 

に、「１，６８０円」を「２，２４０円」に、「２，１００円」を「２，８００円」に、

「２，５２０円」を「３，３６０円」に改める。 

第６条中「１，６８０円」を「２，２４０円」に、「２，１００円」を「２，８００ 

円」に、「２，５２０円」を「３，３６０円」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の熊本県職員の特殊勤務手当に関する条例（以下「第１条 

改正後特殊勤務手当条例」という。）の規定、第２条の規定による改正後の熊本県警察 
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 2 

の職員の特殊勤務手当に関する条例（以下「第２条改正後警察職員特殊勤務手当条例」 

という。）の規定及び第３条の規定による改正後の東日本大震災及び東日本大震災以外

の特定大規模災害等に対処するための熊本県職員等の特殊勤務手当の特例に関する条例

（以下「第３条改正後特殊勤務手当特例条例」という。）の規定は、令和８年４月１日

から適用する。 

 （手当の内払） 

３ 第１条改正後特殊勤務手当条例、第２条改正後警察職員特殊勤務手当条例又は第３条 

改正後特殊勤務手当特例条例の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例

の規定に基づいて支給された手当は、当該各号に定める条例の規定による手当の内払と

みなす。 

(1)   第１条の規定による改正前の熊本県職員の特殊勤務手当に関する条例 第１条改

正後特殊勤務手当条例 

(2)   第２条の規定による改正前の熊本県警察の職員の特殊勤務手当に関する条例 第

２条改正後警察職員特殊勤務手当条例 

(3)   第３条の規定による改正前の東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災

害等に対処するための熊本県職員等の特殊勤務手当の特例に関する条例 第３条改正

後特殊勤務手当特例条例 

（提案理由） 

国家公務員における取扱いを踏まえ、特殊勤務手当の額を見直す等の必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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熊本県職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例（案）の概要 

議案番号 条 例 名 内         容 

第４号 熊本県職員の特

殊勤務手当に関

する条例等の一

部を改正する条

例 

１ 条例改正の趣旨 

  国家公務員における取扱いを踏まえ、特殊勤務手当の額を見直す等の

必要がある。 

 

２ 改正する条例 

(1) 熊本県職員の特殊勤務手当に関する条例 

(2) 熊本県警察の職員の特殊勤務手当に関する条例 

(3) 東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処 

するための熊本県職員等の特殊勤務手当の特例に関する条例 

 

３ 主な改正内容 

(1) 公共土木施設災害応急作業手当の額を見直す。 

(2) 災害警備等作業に係る手当の額を見直す。 

(3) 災害警備等作業に係る手当の額の特例を見直す。 

 

４ 施行期日 

  公布の日から施行し、令和８年（2026年）４月１日から適用する。 
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 3 

第 ５ 号 

熊本県報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について 

熊本県報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

令和８年６月５日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬    

熊本県報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例 

熊本県報酬及び費用弁償条例（昭和３２年熊本県条例第１４号）の一部を次のように改 

正する。 

 別表第１中第１６号を第１８号とし、第１５号を第１７号とし、第１４号の次に次の２  

号を加える。 

 １５いじめ防止対策推進法会   長 日額２５，７００円ただし、日額により難い 

   （平成２５年法律第７               事由があると認められる 

   １号）第１４条第３項委   員 日額２３，１００円場合については、日額以 

   の規定により置かれる               外の方法で知事が定める 

   附属機関      臨 時 委 員 日額２３，１００円額 

 １６いじめ防止対策推進法委 員 長 日額２５，７００円ただし、日額により難い 

   第３０条第２項及び第               事由があると認められる 

   ３１条第２項の規定に委   員 日額２３，１００円場合については、日額以 

   より置かれる附属機関臨 時 委 員 日額２３，１００円外の方法で知事が定める 

             調 査 委 員 日額２３，１００円額 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 熊本県会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年熊本県条例第３号）の一部 

を次のように改正する。 

第３条第３項中「別表第１第１６号」を「別表第１第１８号」に改める。 

（提案理由） 

熊本県いじめ防止対策審議会及び熊本県いじめ調査委員会の委員等の業務内容を踏まえ、 

委員等の報酬の額を見直す必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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熊本県報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例（案）の概要 

議案番号 条 例 名 内         容 

第５号 熊本県報酬及び

費用弁償条例の

一部を改正する

条例 

１ 条例改正の趣旨 

  熊本県いじめ防止対策審議会及び熊本県いじめ調査委員会の委員等の

業務内容を踏まえ、委員等の報酬の額を見直す必要がある。 

 

（熊本県いじめ防止対策審議会） 

教育委員会の附属機関として設置。いじめの防止等に関する重要事

項や県立学校におけるいじめ重大事態に関する事項を調査審議する。 

（熊本県いじめ調査委員会） 

知事の附属機関として設置。知事の諮問に応じ、いじめ重大事態に

係る公立学校又は私立学校の調査の結果について調査審議する。 

 

２ 主な改正内容 

(1) 熊本県いじめ防止対策審議会及び熊本県いじめ調査委員会の委員

等の報酬の額を下表のとおり見直す。 

 

区分 報酬額 

いじめ防止対策推

進法(平成25年法

律第71号)第14条

第3項の規定によ

り置かれる附属機

関 

（熊本県いじめ防

止対策審議会） 

会長 日額25,700円 
ただし、日額に

より難い事由が

あると認められ

る場合について

は、日額以外の

方法で知事が定

める額 

委員 日額23,100円 

臨時委員 日額23,100円 

いじめ防止対策推

進法第30条第2項

及び第31条第2項

の規定により置か

れる附属機関 

（熊本県いじめ調

査委員会） 

委員長 日額25,700円 ただし、日額に

より難い事由が

あると認められ

る場合について

は、日額以外の

方法で知事が定

める額 

委員 日額23,100円 

臨時委員 日額23,100円 

調査委員 日額23,100円 

 

(2) 上記(1)に伴い、熊本県会計年度任用職員の給与等に関する条例の

所要の規定の整理を行う。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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第 ８ 号 

   熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定することとする。 

  令和８年６月５日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

   熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例の一部を改正する条例 

 熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ 

く個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条例（平成２７年熊本県条例第５７号）

の一部を次のように改正する。 

 別表第１の２の項中「同法第３条第２項第３号に規定する保護者等」を「学校教育法（

昭和２２年法律第２６号）第１６条に規定する保護者その他の当該生徒等の就学に要する

経費を負担すべき者」に改め、同表３の項中「私立高等学校等専攻科（学校教育法第１条

に規定する特別支援学校の専攻科を除く。以下この項及び１３の項において同じ。）」を

「学校教育法第１条に規定する高等学校及び中等教育学校（同法第６６条に規定する後期

課程に限る。）の専攻科（私立のものに限る。以下この項及び９の項において「私立高等

学校等専攻科」という。）」に、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律第３条第２

項第３号に規定する保護者等」を「同法第１６条に規定する保護者その他の当該生徒の就

学に要する経費を負担すべき者」に改め、同表８の項中「同法第３条第２項第３号に規定

する保護者等」を「学校教育法第１６条に規定する保護者その他の当該生徒等の就学に要

する経費を負担すべき者」に改め、同表９の項中「高等学校等就学支援金の支給に関する

法律第３条第２項第３号に規定する保護者等」を「学校教育法第１６条に規定する保護者

その他の当該生徒の就学に要する経費を負担すべき者」に改める。 

別表第２の９の項中「同法第３条第２項第３号に規定する保護者等」を「学校教育法第

１６条に規定する保護者その他の当該生徒等の就学に要する経費を負担すべき者」に改め

る。 

別表第３の２の項中「高等学校等就学支援金の支給に関する法律第３条第２項第３号に

規定する保護者等」を「学校教育法第１６条に規定する保護者その他の当該生徒等の就学

に要する経費を負担すべき者」に改める。 

   附 則 
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この条例は、公布の日から施行する。 

（提案理由） 

高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年法律第１８号）の一部改正等に

伴い、関係規定の整備を行う等の必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 

20



熊本県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用、特定個人情報の提供等に関する条

例の一部を改正する条例（案）の概要 

 

議案番号 条 例 名 内         容 

第８号 熊本県行政手続

における特定の

個人を識別する

ための番号の利

用等に関する法

律に基づく個人

番号の利用、特

定個人情報の提

供等に関する条

例の一部を改正

する条例 

１ 条例改正の趣旨 

  高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年法律第１８

号）の一部改正等に伴い、関係規定の整備を行う等の必要がある。 

 

２ 主な改正内容 

 (1) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部改正に伴う所要

の規定の整備を行う。（別表第１－別表第３関係） 

 (2) その他所要の規定の整理を行う。（別表第１関係） 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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第 １１ 号 

   熊本県立高等学校の授業料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 熊本県立高等学校の授業料等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する

こととする。 

  令和８年６月５日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬  

   熊本県立高等学校の授業料等に関する条例の一部を改正する条例 

 熊本県立高等学校の授業料等に関する条例（昭和２３年熊本県条例第１８号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第４項中「若しくは同法第１７条の規定による届出」を削る。 

附則第３項を削る。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 （提案理由） 

高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年法律第１８号）の一部改正等に

伴い、関係規定を整理する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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条 例 等 議 案 関 係 （概 要） 

議案番号 議 案 名 内     容 

第１１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県立高等学

校の授業料等に

関する条例の一

部を改正する条

例の制定につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 制定改廃の必要性（背景、法令上の根拠等） 

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平

成２２年法律第１８号) の一部改正等に伴い、関

係規定を整理する必要がある。 

 

２ 内容 

（１）高等学校等就学支援金の支給に関する法律の

一部改正に伴う所要の規定の整理を行う。（第

２条関係） 

（２）その他規定の整理を行う。（附則第３項関係） 

 

３ 施行期日 

  公布の日から施行する。 
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